
- 1 -

外
国
法
事
務
弁
護
士
の
会
費
免
除
の
手
続
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
規
則
第
百
二
十
六
号
）

改
正

平
成
二
五
年
一
二
月
一
九
日

同

二
六
年
一
二
月
一
八
日

同

三
一
年

四
月
一
八
日

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
外
国
特
別
会
員
基
本
規
程
（
会
規
第
二
十

五
号
。
以
下
「
基
本
規
程
」
と
い
う
。
）
第
六
十
六
条
の
二
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
外
国
法
事
務
弁
護
士
の
会
費
及
び
特
別
会

費
（
以
下
「
会
費
等
」
と
い
う
。
）
の
免
除
に
関
し
、
免
除
手
続

そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
基
本
規
程
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
免
除
申

請
手
続
）

第
二
条

基
本
規
程
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
会

費
等
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
外
国
法
事
務
弁
護
士
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
会
費
等
免
除
申
請
書
を
所
属
す
る
弁
護

士
会
に
提
出
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

出
産
予
定
日
又
は
出
産
日
（
流
産
又
は
死
産
の
と
き
は
、
そ

の
日
。
以
下
同
じ
。
）
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二

多
胎
妊
娠
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

三

基
本
規
程
第
六
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
法

事
務
弁
護
士
の
会
費
等
の
免
除
の
期
間
に
準
用
さ
れ
る
出
産
時

の
会
費
免
除
に
関
す
る
規
程
（
会
規
第
八
十
四
号
）
第
三
条
に

規
定
す
る
免
除
期
間
中
の
会
費
等
を
既
に
納
付
し
、
そ
の
還
付

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

（
添
付
書
類
）

第
三
条

前
条
の
会
費
等
免
除
申
請
書
に
は
、
出
産
予
定
日
又
は
出

産
日
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
本
規
程
第
六
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
免
除
申

請
手
続
）

第
四
条

基
本
規
程
第
六
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
会

費
等
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
外
国
法
事
務
弁
護
士
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
会
費
等
免
除
申
請
書
及
び
誓
約
書
兼
育

児
予
定
書
（
別
記
様
式
第
一
号
）
を
所
属
す
る
弁
護
士
会
に
提
出

し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

子
の
氏
名
及
び
子
の
出
生
し
た
日

二

多
胎
妊
娠
に
よ
り
二
人
以
上
の
子
が
出
生
し
た
場
合
は
、
そ

の
旨

三

免
除
を
申
請
す
る
期
間

四

当
該
子
に
つ
い
て
の
基
本
規
程
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
の
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規
定
に
基
づ
く
出
産
時
に
お
け
る
会
費
等
の
免
除
の
有
無

五

基
本
規
程
第
六
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
法

事
務
弁
護
士
の
会
費
等
の
免
除
の
期
間
に
準
用
さ
れ
る
育
児
期

間
中
の
会
費
免
除
に
関
す
る
規
程
（
会
規
第
九
十
八
号
）
第
二

条
に
規
定
す
る
免
除
期
間
中
の
会
費
等
を
既
に
納
付
し
、
そ
の

還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

（
添
付
書
類
）

第
五
条

前
条
の
会
費
等
免
除
申
請
書
に
は
、
戸
籍
謄
本
又
は
子
と

の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
住
民
票
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
育
児
実
績
書
の
提
出
）

第
六
条

基
本
規
程
第
六
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
会
費

等
の
免
除
を
受
け
た
外
国
法
事
務
弁
護
士
は
、
免
除
期
間
を
四
か

月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
ご
と
に
、
当
該
期
間
経
過
後
一
か
月

以
内
に
、
当
該
期
間
に
係
る
育
児
実
績
書
（
別
記
様
式
第
二
号
（
最

終
の
期
間
に
つ
い
て
は
別
記
様
式
第
三
号
）
又
は
そ
の
内
容
に
改

変
を
加
え
な
い
範
囲
で
本
会
が
別
に
定
め
る
様
式
）
を
本
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
会
費
等
の
還
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
外
国
法
事
務
弁
護
士
は
、
前
項
の
例
に
従
い
作
成
し
た
育
児

実
績
書
を
、
第
四
条
に
規
定
す
る
申
請
に
際
し
て
提
出
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。

（
育
児
実
績
書
の
提
出
方
法
）

第
六
条
の
二

前
条
第
一
項
の
育
児
実
績
書
の
提
出
方
法
は
、
次
に

掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

持
参
す
る
方
法

二

郵
送
す
る
方
法

三

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
送
信
す
る
方
法

四

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
入
力
す
る
方
法

五

電
子
メ
ー
ル
に
添
付
し
て
送
信
す
る
方
法

（
免
除
の
取
消
し
）

第
七
条

本
会
は
、
外
国
法
事
務
弁
護
士
が
第
六
条
第
一
項
の
育
児

実
績
書
を
提
出
せ
ず
、
又
は
育
児
の
実
績
が
著
し
く
不
足
す
る
等

免
除
を
取
り
消
す
べ
き
事
情
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
免
除
を
取

り
消
す
べ
き
事
情
が
生
じ
た
月
に
遡
っ
て
、
会
費
等
の
免
除
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
免
除
を
取
り
消
さ
れ
た
外
国
法
事
務
弁
護

士
は
、
本
会
が
指
定
す
る
日
ま
で
に
所
属
す
る
弁
護
士
会
を
経
て
、

本
会
に
対
し
、
免
除
を
取
り
消
さ
れ
た
期
間
に
係
る
会
費
等
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
除
の
失
効
）

第
八
条

基
本
規
程
第
六
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
会
費
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等
の
免
除
は
、
当
該
申
請
の
対
象
と
し
た
子
が
免
除
期
間
の
満
了

前
に
死
亡
し
た
場
合
そ
の
他
子
の
育
児
を
必
要
と
し
な
く
な
る
事

由
が
生
じ
た
場
合
は
、
当
該
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌

月
か
ら
当
然
に
効
力
を
失
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規

定
に
よ
り
会
費
等
の
免
除
を
受
け
た
外
国
法
事
務
弁
護
士
は
、
速

や
か
に
、
所
属
す
る
弁
護
士
会
を
通
じ
て
、
当
該
事
由
が
生
じ
た

旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
除
期
間
の
変
更
）

第
八
条
の
二

基
本
規
程
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
会
費
等
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
会
員
は
、
会
費

等
の
免
除
申
請
が
承
認
さ
れ
た
後
は
、
免
除
期
間
を
変
更
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
規
程
第
六
十
六
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
会
費
等
の
免
除
申
請
が
承
認
さ
れ
た
後
に
当

該
申
請
に
係
る
妊
娠
が
多
胎
妊
娠
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き

は
、
当
該
会
員
は
多
胎
妊
娠
の
場
合
の
免
除
期
間
に
変
更
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
還
付
）

第
九
条

本
会
は
、
基
本
規
程
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
会
費
等
の
免
除
申
請
に
お
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
外
国

法
事
務
弁
護
士
が
第
二
条
の
会
費
等
免
除
申
請
書
を
提
出
し
た
時
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ま
で
に
免
除
期
間
中
の
会
費
等
を
納
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該

免
除
期
間
中
の
会
費
等
を
還
付
す
る
。

２

本
会
は
、
基
本
規
程
第
六
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

く
会
費
等
の
免
除
申
請
に
お
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
外
国
法
事

務
弁
護
士
が
第
四
条
の
会
費
等
免
除
申
請
書
を
提
出
し
た
時
ま
で

に
免
除
期
間
中
の
会
費
等
を
納
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
免
除

期
間
中
の
会
費
等
を
還
付
す
る
。

（
申
請
期
間
）

第
十
条

第
二
条
の
会
費
等
免
除
申
請
書
は
、
出
産
日
か
ら
一
年
を

経
過
し
た
と
き
は
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

第
四
条
の
会
費
等
免
除
申
請
書
は
、
子
が
二
歳
に
達
す
る
日
の

属
す
る
月
を
経
過
し
た
と
き
は
、
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
基
本
規
程
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
と
第
二
項
と
の
関
係
）

第
十
一
条

基
本
規
程
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

会
費
等
の
免
除
申
請
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
会
費
等

の
免
除
申
請
を
妨
げ
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
九
日
改
正
）

第
一
条
、
第
二
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
三
号
並
び
に
第
四
条
か

ら
第
十
一
条
ま
で
並
び
に
別
記
様
式
（
新
設
）
の
改
正
規
定
は
、
育
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児
期
間
中
の
会
費
免
除
に
関
す
る
規
程
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
平
成
二
六
年
九
月
一
八
日
理
事
会
決
議
で
平
成
二
七
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
月
以
降
の
育
児
に
つ
い
て

適
用
）

附

則
（
平
成
二
六
年
一
二
月
一
八
日
規
則
第
一
六
五
号

外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
制
度
創
設
に
係
る
外
国

弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
則
の
整
備
に
関

す
る
規
則

題
名
、
第
一
条
、
第
二
条
、
第
四
条
、

第
六
条
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
九
条
、
様
式
改

正
）
抄

こ
の
規
則
は
、
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す

る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

二
十
九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
（
後
略
）

（
平
成
二
七
年
政
令
第
四
一
四
号
で
平
成
二
八
年
三
月
一

日
か
ら
施
行
）

附

則
（
平
成
三
一
年
四
月
一
八
日
改
正
）

第
四
条
、
第
六
条
、
第
六
条
の
二
（
新
設
）
、
第
七
条
第
一
項
、

第
八
条
の
二
（
新
設
）
、
別
記
様
式
及
び
別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別

記
様
式
第
三
号
ま
で
（
新
設
）
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
三
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月
一
日
総
会
決
議
に
よ
る
育
児
期
間
中
の
会
費
免
除
に
関
す
る
規
程

第
二
条
の
改
正
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
三
一
年
四
月
一
八
日
理
事
会
決
議
で
令
和
元
年
一

〇
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
月
以
降
に
出
生
し
た
子
の

育
児
に
つ
い
て
適
用
）


